
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
三
十
一
号

国
税
徴
収
法
施
行
規
則

国
税
徴
収
法
施
行
令
第
七
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国

税
徴
収
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
蔵
省
令
第
九
十

号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
滞
納
処
分
費
の
納
付
の
手
続
）

第
一
条
　
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
（
定

義
）
に
規
定
す
る
納
税
者
は
、
国
税
徴
収
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
（
滞
納
処
分
費
の
納
入
の
告

知
の
手
続
）
に
規
定
す
る
納
入
告
知
書
の
送
達
を
受
け

た
と
き
は
、
金
銭
に
納
入
告
知
書
を
添
え
て
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
等
の
陳
述
）

第
一
条
の
二
　
公
売
不
動
産
（
法
第
九
十
九
条
の
二
（
暴

力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
等
の
陳
述
）
に
規
定
す

る
公
売
不
動
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
一
条

の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
（

高
価
申
込
者
等
が
暴
力

団
員
等
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場

合
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
入
札
等
（
法
第
七
十
九
条

第
二
項
第
三
号
（
差
押
え
の
解
除
の
要
件
）
に
規
定
す

る
入
札
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
一
条
の
五
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
陳
述
書
を
国
税
局
長
、
税

務
署
長
又
は
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二
　
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個

人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
生
年
月
日
及
び
性
別

三
　
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法

人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
、
住
所
又
は

居
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別

四
　
自
己
の
計
算
に
お
い
て
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を

さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の

者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は

居
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別

五
　
自
己
の
計
算
に
お
い
て
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を

さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の

者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並

び
に
そ
の
役
員
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月

日
及
び
性
別

六
　
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
そ

の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
役
員
）
及
び

自
己
の
計
算
に
お
い
て
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
さ

せ
よ
う
と
す
る
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
等
（
法
第
九
十
九
条

の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
。
第

一
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な

い
こ
と
。

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書

類
の
写
し
を
国
税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、

指
定
許
認
可
等
（
第
一
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る

指
定
許
認
可
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
受
け
て
事
業
を
行
つ
て
い
る
者
で
あ
る
場

合
　
そ
の
者
が
当
該
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る

こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
自
己
の
計
算
に
お
い
て
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を

さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
、
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て

事
業
を
行
つ
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
　
そ
の
者
が
当

該
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

（
公
売
保
証
金
に
係
る
契
約
の
要
件
）

第
一
条
の
三
　
法
第
百
条
第
一
項
第
二
号
（
公
売
保
証

金
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
期
限

を
定
め
ず
入
札
者
等
（
同
項
に
規
定
す
る
入
札
者
等
を

い
う
。
）
に
係
る
公
売
保
証
金
に
相
当
す
る
現
金
を
国

税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
の
催
告
に
よ
り
保
証

銀
行
等
（
同
号
に
規
定
す
る
保
証
銀
行
等
を
い
う
。
）

が
納
付
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

（
入
札
書
に
封
を
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
措
置
）

第
一
条
の
四
　
法
第
百
一
条
第
一
項
（
入
札
及
び
開
札
）

に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
入
札
を
し

よ
う
と
す
る
者
か
ら
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
が
さ
れ
た
入
札
書
に
記

載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
が
入
力
さ
れ
た
当

該
入
札
の
情
報
を
、
当
該
送
信
が
さ
れ
た
時
か
ら
開
札

の
時
ま
で
の
間
、
何
人
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
と
す
る
措
置
と
す
る
。

（

高
価
申
込
者
等
が
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
と

認
め
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
）

第
一
条
の
五
　
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
（
調

査
の
嘱
託
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
公
売
不
動
産
の

高
価
申
込
者
等
（
法
第
百
条
第

六
項
第
一
号
（
公
売
保
証
金
）
に
規
定
す
る

高
価
申

込
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
指
定

許
認
可
等
を
受
け
て
事
業
を
行
つ
て
い
る
者
で
あ
る
場

合
と
す
る
。

２
　
法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財

務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て

高
価
申
込
者
等
に
公
売
不
動
産
の
入
札
等
を
さ
せ
た
者

が
、
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て
事
業
を
行
つ
て
い
る
者

で
あ
る
場
合
と
す
る
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
指
定
許
認
可
等
と
は
、
許
認
可

等
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
条
第
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
許
認
可
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当

該
許
認
可
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
そ
の
者
が
法
人

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
等
に
該

当
し
な
い
こ
と
が
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
法
令
に
お

い
て
当
該
許
認
可
等
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う

ち
国
税
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

４
　
国
税
庁
長
官
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
こ

れ
を
告
示
す
る
。

（
随
意
契
約
に
よ
り
不
動
産
を
売
却
す
る
場
合
に
お
け

る
公
売
の
規
定
の
準
用
）

第
一
条
の
六
　
第
一
条
の
二
（
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な

い
こ
と
等
の
陳
述
）
の
規
定
は
、
法
第
百
九
条
第
四
項

（
随
意
契
約
に
よ
る
売
却
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
十
九
条
の
二
（
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
等

の
陳
述
）
の
規
定
に
よ
り
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
陳
述
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
の
入
札
等

（
法
第
七
十
九
条
第
二
項
第
三
号
（
差
押
え
の
解
除
の

要
件
）
に
規
定
す
る
入
札
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
一
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う

と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
を
随
意
契
約
に
よ
り
買
い

受
け
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
の
規
定
中
「
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と

あ
る
の
は
「
を
随
意
契
約
に
よ
り
買
い
受
け
よ
う
と
す

る
者
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
の
入
札
等

を
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
を
随
意
契
約

に
よ
り
買
い
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
同
項
第

六
号
中
「
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の

は
「
を
随
意
契
約
に
よ
り
買
い
受
け
よ
う
と
す
る
者
」

と
、
「
の
入
札
等
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の

は
「
を
随
意
契
約
に
よ
り
買
い
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る

者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
の
入
札
等
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
を
随
意
契
約
に
よ
り
買
い
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
の
入
札

等
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
を
随
意
契
約

に
よ
り
買
い
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
の
入
札
等
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
を
随
意
契
約
に
よ
り
買
い
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
百
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二

項
た
だ
し
書
（
調
査
の
嘱
託
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
の
入
札
等
を
さ
せ
た
者
」
と

あ
る
の
は
、
「
を
随
意
契
約
に
よ
り
買
い
受
け
さ
せ
よ

う
と
し
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
不
動
産
の
売
却
決
定
期
日
）

第
一
条
の
七
　
法
第
百
十
三
条
第
一
項
（
不
動
産
等
の
売

却
決
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
期

間
内
で
国
税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
が
指
定
す

る
日
（
法
第
百
六
条
の
二
（
調
査
の
嘱
託
）
（
法
第
百

九
条
第
四
項
（
随
意
契
約
に
よ
る
売
却
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
調
査
を
嘱
託

し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
同
日
ま
で
に
そ
の
結
果
が
明
ら

か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
結
果
が
明
ら
か
に
な
つ
た

日
）
と
す
る
。

一
　
公
売
期
日
等
（
法
第
百
十
一
条
（
動
産
等
の
売
却

決
定
）
に
規
定
す
る
公
売
期
日
等
を
い
う
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た

日
二
　
公
売
期
日
等
か
ら
起
算
し
て
二
十
一
日
を
経
過
し

た
日

（
身
分
証
明
書
の
交
付
等
）

第
二
条
　
国
税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
は
、
法
第

五
章
第
六
節
第
二
款
（
財
産
の
調
査
）
の
規
定
に
よ
り

質
問
、
検
査
、
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
若
し
く
は

捜
索
を
し
、
又
は
法
第
百
四
十
六
条
の
二
（
事
業
者
等

へ
の
協
力
要
請
）
の
職
務
を
執
行
す
る
徴
収
職
員
に
、

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
身
分
証
明
書
の
提
示
等
）

の
身
分
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
は
、
国
税
を
収

納
す
る
職
員
に
、
国
税
収
納
官
吏
章
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
は
、
国
税
の
徴

収
に
関
す
る
処
分
又
は
滞
納
処
分
に
係
る
歳
入
歳
出
外

現
金
を
収
納
す
る
職
員
に
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官

吏
章
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
二
項
に
規
定
す
る
職
員
は
、
国
税
を
収
納
す
る
場

合
又
は
国
税
の
徴
収
に
関
す
る
処
分
若
し
く
は
滞
納
処

分
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金
を
収
納
す
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
納
付
す
る
者
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国

税
収
納
官
吏
章
又
は
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
章
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



（
書
式
）

第
三
条
　
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
書

面
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
様
式
及

び
作
成
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

書
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

法
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
次
納
税
義

務
の
通
則
）
の
納
付
通
知
書
及
び
法
第
二

十
四
条
第
二
項
前
段
（
譲
渡
担
保
権
者
の

物
的
納
税
責
任
）
の
書
面

別

紙

第

一

号

書

式

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
納
付
催
告
書

別

紙

第

二

号

書

式

法
第
五
十
四
条
（
差
押
調
書
）
の
差
押

調
書

別

紙

第

三

号

書

式

法
第
六
十
二
条
第
一
項
（
差
押
え
の
手
続

及
び
効
力
発
生
時
期
）
及
び
法
第
六
十
二

条
の
二
第
一
項
（
電
子
記
録
債
権
の
差
押

え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）
の
債
権

差
押
通
知
書
（
第
三
債
務
者
に
対
す
る
も

の
に
限
る
。
）

別

紙

第

四

号

書

式

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
債
権
差
押

通
知
書
（
電
子
債
権
記
録
機
関
に
対
す
る

も
の
に
限
る
。
）

別

紙

第

四

号

の

二
書
式

法
第
六
十
八
条
第
一
項
（
不
動
産
の
差
押

え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）
（
法
第

七
十
条
第
一
項
（
船
舶
又
は
航
空
機
の
差

押
え
）
又
は
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
自

動
車
、
建
設
機
械
又
は
小
型
船
舶
の
差
押

え
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
法
第
七
十
二
条
第
一
項
（
特
許
権
等

の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

の
差
押
書

別

紙

第

五

号

書

式

法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
電
話
加
入
権
等

の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

の
差
押
通
知
書

別

紙

第

六

号

書

式

法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
（
振
替
社
債

等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時

期
）
の
差
押
通
知
書
（
発
行
者
に
対
す
る

も
の
に
限
る
。
）

別

紙

第

六

号

の

二
書
式

法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
差
押
通
知

書
（
振
替
機
関
等
に
対
す
る
も
の
に
限

る
。
）

別

紙

第

六

号

の

三
書
式

法
第
八
十
二
条
第
一
項
（
交
付
要
求
の
手

続
）
の
交
付
要
求
書

別

紙

第

七

号

書

式

法
第
八
十
六
条
第
一
項
（
参
加
差
押
え
の

手
続
）
の
参
加
差
押
書

別

紙

第

八

号

書

式

法
第
百
十
八
条
（
売
却
決
定
通
知
書
の
交

付
）
の
売
却
決
定
通
知
書

別

紙

第

九

号

書

式

法
第
百
三
十
一
条
（
配
当
計
算
書
）
の
配

当
計
算
書

別

紙

第

十

号

書

式

法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
（
捜
索
調
書
の

作
成
）
の
捜
索
調
書

別

紙

第

十

一

号

書
式

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
身
分
証
明
書

の
提
示
等
）
の
身
分
証
明
書
並
び
に
前
条

第
二
項
の
国
税
収
納
官
吏
章
及
び
同
条
第

三
項
の
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
章

別

紙

第

十

二

号

書
式

２
　
法
第
六
十
七
条
第
四
項
（
差
し
押
さ
え
た
債
権
の
取

立
て
）
に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十

七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
（
納
付

委
託
）
の
納
付
受
託
証
書
の
様
式
及
び
作
成
の
方
法

は
、
国
税
通
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省

令
第
二
十
八
号
）
別
紙
第
六
号
書
式
に
所
要
の
調
整
を

加
え
た
も
の
に
よ
る
。

３
　
令
第
五
十
一
条
（
滞
納
処
分
費
の
納
入
の
告
知
の
手

続
）
の
納
入
告
知
書
の
様
式
及
び
作
成
の
方
法
は
、
国

税
通
則
法
施
行
規
則
別
紙
第
二
号
書
式
又
は
第
二
号
の

二
書
式
に
こ
れ
ら
の
書
式
中
「
納
税
告
知
書
」
を
「
納

入
告
知
書
」
と
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
調
整
を
加
え

た
も
の
に
よ
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
国
税
通
則
法
の
施
行
等
に
伴
う
関
係

法
令
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
税
徴
収
法
施
行
規
則

に
定
め
る
書
式
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
八
月
一
三
日
大
蔵
省
令

第
四
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令

第
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
月
一
八
日
大
蔵
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
財
務
省
令

第
二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
財
務
省

令
第
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令

第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
財
務
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成

二
十
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
六
日
財
務
省

令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
二
日
財
務
省

令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の

合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

一
年
一
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
税
徴
収
法

施
行
規
則
に
定
め
る
書
式
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令

第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
財
務
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第

二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第

二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
書

式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第

二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
国
税
徴
収
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
の
規

定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
国
税
徴
収
法
第

九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
公
告
に
係
る
公
売
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第

一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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別
紙
第
１
号
書
式

別紙第1号書式（昭41蔵令17・全改、平14財令21・平15財令36・平31財令13・一部改正）納付通知書年月日第二次納税義務者住所税務署長氏名又は名称殿官氏名あなたは、下記法律の規定により、下記納税者の滞納国税及び滞納処分費につき、下記金額の第二次納税義務を負うこととなりましたので、納付の期限までに納付して下さい。氏名又は納税者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円法律による円法律による金額円金額円滞納国税等〃〃〃〃〃〃上記納税者の滞納国税及び滞納処分費につき、あなたが第二次納税義務者として納付すべき金額円納付の期限年月日納付場所日本銀行の本店、支店、代理店若しくは歳入代理店又は当税務署あなたがこの第二次納税義務を課されることの根拠となる法律の規定国税徴収法第条第項備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2居所、事務所又は事業所が用いられている場合には、当該居所、事務所又は事業所を住所欄に記載するものとする。3窓付き封筒を用いる場合には、あて先欄は、日本産業規格に適合するように位置及び大きさを定めるものとする。4必要があるときは、所要の事項を付記し、又は納付場所の記載を変更することができる。5国税局又は税関において発行する場合には、この書式中「税務署長」又は「税務署」とあるのは、それぞれ「国税局長」若しくは「国税局」又は「税関長」若しくは「税関」とする。6法第24条第2項前段の書面については、この書式中「納付通知書」を「譲渡担保権者に対する告知書」とすることその他所要の調整を加えた書式によるものとする。

 

別
紙
第
２
号
書
式

別紙第2号書式（昭41蔵令17・全改、平14財令21・平15財令36・一部改正）納付催告書あなたにまえに納付通知をした第二次納税義務に係る国税が下記第二次納税義務者のとおり滞納となつています。納付書で、日本銀行（本店、支店、代理店若しくは歳入代理店）又は当税務署に、至急納付して下さい。住所氏名又は名称殿住所第号氏名又は納付催告書発付年月日名称上記納税者に係る第二次納税義務者税務署長官氏名円としてあなたが納付すべき滞納金額◎納付書は、収納機関の窓口に備えてあります。備考第1号書式備考1から5までは、この書式について準用する。  

別
紙
第
３
号
書
式

別紙第3号書式（昭41蔵令17・全改）差押調書年月日税務署官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の財産を差し押えましたので、国税徴収法第54条の規定により、この調書を作ります。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円法律による円法律による金額円金額円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差財（名称、数量、性質及び所在）押産備考1第1号書式備考1、2、4及び5は、この書式について準用する。2第二次納税義務者若しくは保証人の財産を差し押える場合、法第24条第3項の規定により譲渡担保財産を差し押える場合又は法第159条第1項若しくは国税通則法第38条第3項の規定により差し押える場合には、必要な事項について所要の調整を加えることができる。3法第65条（法第73条第5項において準用する場合を含む。）の規定による証書の取上げに際し、令第28条第2項の規定の適用を受けて差押調書を作成する場合には、その証書の名称その他必要な事項を「差押財産」欄に附記するものとする。4法第146条第3項の規定の適用がある場合又は差押財産を滞納者若しくは第三者に保管させる場合には、この書式に定める事項のほか、捜索及び立会いに関する事項又は差押財産の保管に関する事項を記載することその他所要の調整を加えることができる。
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別
紙
第
４
号
書
式

別紙第4号書式（昭41蔵令17・全改）債権差押通知書第三債務者年月日住所税務署氏名又は名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の債権を差し押えます。差押債権は、下記の履行期限までに当税務署に支払つて下さい。なお、この通知を受けた後は、債権者に支払つてもその支払は無効です。滞納者氏名又は住所名称債権者）年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円法律による円法律による金額円金額円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差債（種類及び額）押権履行期限備考第1号書式備考1から5まで及び第3号書式備考2は、この書式について準用する。  

別
紙
第
４
号
の
２
書
式

別紙第4号の2書式（平20財令69・追加、平20財令84・旧別紙第4号の3書式繰上）債権差押通知書電子債権記録機関年月日所在地税務署名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の電子記録債権を差し押さえます。この通知を受けた後に差押電子記録債権の電子記録をしてもその電子記録は無効です。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円円法律による金額法律による金額円円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差押電子記録債権（種類及び額）備考第1号書式備考1から5まで及び第3号書式備考2は、この書式について準用する。  

別
紙
第
５
号
書
式

別紙第5号書式（昭41蔵令17・全改）差押書滞納者年月日住所税務署氏名又は名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の財産を差し押えます。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円法律による円法律による金額円金額円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差押財産（名称、数量、性質及び所在）備考第1号書式備考1から5まで及び第3号書式備考2は、この書式について準用する。  
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別
紙
第
６
号
書
式

別紙第6号書式（昭41蔵令17・全改）差押通知書第三債務者等年月日住所税務署氏名又は名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の財産を差し押えます。滞納者氏名又は権利住所名称者年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円法律による円法律による金額円金額円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差押財産（名称、数量、性質及び所在）備考第1号書式備考1から5まで及び第3号書式備考2は、この書式について準用する。  

別
紙
第
６
号
の
２
書
式

別紙第6号の2書式（平20財令84・追加）差押通知書発行者年月日所在地税務署名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の振替社債等を差し押さえます。差押振替社債等について金銭の支払等をする場合には、当税務署に対して履行してください。なお、この通知を受けた後は、滞納者に履行してもその履行は無効です。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円円法律による金額法律による金額円円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差押振替社債等（種類及び額又は数）備考第1号書式備考1から5まで及び第3号書式備考2は、この書式について準用する。  

別
紙
第
６
号
の
３
書
式

別紙第6号の3書式（平20財令84・追加）差押通知書振替機関等年月日所在地税務署名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の振替社債等を差し押さえます。この通知を受けた後に差押振替社債等の振替又は抹消をしてもその振替又は抹消は無効です。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円円法律による金額法律による金額円円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差押振替社債等（種類及び額又は数）備考第1号書式備考1から5まで及び第3号書式備考2は、この書式について準用する。  

別
紙
第
７
号
書
式

別紙第7号書式（昭41蔵令17・全改、昭54蔵令1・平30財令24・一部改正）交付要求書要求先の執行機関年月日所在地税務署長名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の財産について、国税徴収法第82条第1項の規定により、交付要求をします。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円法律による円法律による金額円金額円滞納国税等〃〃〃〃〃〃産交付要求に係る財（名称、数量、性質及び所在）備考1第1号書式備考1から5までは、この書式について準用する。2交付要求に係る強制換価手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示を記載することその他所要の調整を加えるものとする。3滞納者の不動産（換価執行決定（法第89条の2第1項に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。）がされたものに限る。）につき滞納処分が行われた場合において、交付要求をするときは、この書式中「執行機関」とあるのは、「換価執行決定をした行政機関等」とする。4第二次納税義務者若しくは保証人として納付すべき国税又は法第24条第1項の規定により徴収する国税について交付要求をする場合には、必要な事項について所要の調整を加えることができる。5法第22条第5項の規定により交付要求をする場合には、同条第1項の規定により徴収しようとする金額、同項に規定する質権者又は抵当権者の住所及び氏名又は名称並びに同条第5項の規定により交付要求をする旨を記載することその他所要の調整を加えることができる。65は、法第23条第3項において準用する法第22条第5項の規定による交付要求をする場合について準用する。7法第159条第9項（国税通則法第38条第4項において準用する場合を含む。）の規定により交付要求をする場合には、その旨を記載することその他所要の調整を加えることができる。
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別
紙
第
８
号
書
式

別紙第8号書式（昭41蔵令17・全改、昭54蔵令1・平30財令24・一部改正）参加差押書参加差押先の執行機関年月日所在地税務署長名称殿官氏名下記の国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の財産について、国税徴収法第86条第1項の規定により、参加差押えをします。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円法律による円法律による金額円金額円滞納国税等〃〃〃〃〃〃参加差押財産（名称、数量、性質及び所在）備考第1号書式備考1から5まで並びに第7号書式備考3、4及び7は、この書式について準用する。  

別
紙
第
９
号
書
式

別紙第9号書式（昭41蔵令17・全改）売却決定通知書買受人年月日住所税務署長氏名又は名称殿官氏名下記のとおり、換価財産の売却決定をしました。氏名又は滞納者住所名称名称、性質及び所在数量売却価額円売却した財産代金納付年月日年月日備考1第1号書式備考1から3まで及び5は、この書式について準用する。2換価財産の種類に応じ必要があるときは、記載事項について所要の調整を加えることができる。  

別
紙
第
１
０
号
書
式

別紙第10号書式（昭41蔵令17・全改、昭54蔵令1・一部改正）配当計算書年月日税務署長官氏名下記受入欄に記載の換価代金等については、下記の交付期日及び場所において支払欄又は残余金欄に記載のとおり配当又は交付をすることとなりましたので、国税徴収法第131条の規定により、この計算書を作ります。氏名又は滞納者住所名称換価財産等の名称、数量、性質及び所在金額円受入債権者の住所及び氏名又は名称税務署長が確認した債権額配当順位配当金額備考支円払換価代金期日年月日残余金円等の交付備考備考第1号書式備考1、2、4及び5は、この書式について準用する。
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別
紙
第
１
１
号
書
式

別紙第11号書式（昭41蔵令17・全改、平30財令24・令3財令20・一部改正）捜索調書年月日税務署官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この調書を作ります。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円円法律による法律による金額円金額円〃〃滞納国税等〃〃〃〃捜索した場所又は物前前捜索した日時年月日午時から午時まで後後備考（立会人の署名）備考1第1号書式備考1、2、4及び5は、この書式について準用する。2令第52条第1項ただし書の規定に該当する場合には、「滞納国税等」欄を省略することができる。3必要があるときは、この書式に定める事項のほか、差押財産の保管に関する事項を記載することその他所要の調整を加えることができる。

 

別
紙
第
１
２
号
書
式

別紙第12号書式（昭40蔵令49・昭41蔵令17・平31財令13・一部改正）第号徴収職員証票税務署官氏名年月日生年月日交付税務署長備考1用紙の大きさは、日本産業規格B列8とし、紙質は厚紙白紙とする。2国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章については、上記書式中「徴収職員証票」とあるのは「国税収納官吏章」又は「歳入歳出外現金出納官吏章」とする。3徴収職員証票の交付を受ける職員が、国税収納官吏又は歳入歳出外現金出納官吏であるときは、上記書式中「徴収職員証票」の下に「国税収納官吏章」又は「歳入歳出外現金出納官吏章」と並記することにより、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章に代えることができる。4第1号書式備考5は、この書式について準用する。  
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